
租税特別措置等について
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番号 重点要望項目 重点要望概要

1 被災者支援関係

○復興特区において復興居住区域を定めた場合の被災者向け優良賃貸住宅の特例措置(特別償却又は税額控除)を延長
すること。
○特定激甚災害地域における被災者向け優良賃貸住宅の特例措置（割増償却）を延長すること。
○被災者の雑損控除のおける繰り越し控除期間を５年間とする特例措置を延長すること。

2 被災代替自動車関係 ○被災自動車の所有者が代替自動車を取得した場合における自動車取得税の非課税措置を延長すること。

3 福島関係

○避難解除区域等に係る特例措置の帰還困難区域内に設定される復興拠点へ拡大すること。
・被災事業者又は新規事業者が機械等を取得した場合の特別償却等の特例措置
・被災事業者又は新規事業者が避難対象雇用者等を雇用した場合の特例措置
・被災事業者が将来の事業再開のために資金を積み立てた場合の特例措置
・復興拠点の整備のために土地を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除等（5,000万円）

4
みなし譲渡所得税非課税特例措置の
適用要件の見直し

○公益法人、認定特定非営利活動法人に対する生前贈与や遺贈におけるみなし譲渡所得非課税措置の適用にあたって
は、相続税非課税措置制度と同様、国税庁長官の承認は不要とすること。
○国税庁長官の承認を残置するとしても、以下のような措置をとること。
・一般市民にもより身近な制度となるよう事前相談制度を周知し、過去の事例などにより承認手続きや審査基準を明らかに
するなど、情報公開を進めること。
・通達において、社会的存在として認識される程度の規模を有するものの例として挙げられている10 の事業に限らず、公益
法人、認定特定非営利活動法人が行う公益目的事業に直接供されている限り、柔軟に認めること。また、当該資産につい
て当初の公益目的事業とは異なる種類の公益目的事業に使用する場合及び財産種類の変動があった場合でも、当該要件
を満たしているものとみなすこと。
○公益社団・財団法人及び認定特定非営利活動法人に資産に係る贈与、遺贈を行った場合は、みなし譲渡所得から3000
万円を上限に特別控除できる特例を設けること。
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番号 重点要望項目 重点要望概要

5
相続税非課税措置の適用要件の見直
し

○相続税非課税措置の適用要件に関し、当該資産について当初の公益目的事業とは異なる種類の公益目的事業に使用
する場合でも、当該要件を満たしているものとみなすこと。
○相続税非課税措置の適用要件が後発的事由により充当できなくなった場合は、課税対象は受贈者たる公益法人等とす
ること。

6
公益信託制度の抜本的見直しに伴う
税制の見直しと特定寄附信託の拡充

○現在、検討が進められている新しい公益信託制度においても、公益法人制度と平仄を併せた所要の措置を講じ、拠出時
の寄附金控除、寄附金の損金算入、運用収益の非課税措置等、その特徴を活かした制度設計・優遇税制付与を行い、資
産寄付促進に資するようにすること。
○認定NPO法人・公益法人等への不動産や有価証券の寄附でネックとなっている、金銭に限るとされている特定寄附信託
（日本版プランド・ギビング信託）の信託財産について、有価証券や不動産等の現物資産も認めるとともに、みなし譲渡所得
税を非課税とすること。

7
個人の寄付金控除制度の拡充と「ふ
るさと納税（ふるさと寄附金）」との官民
格差是正

○控除上限額の2倍引き上げ（現在は所得控除：所得金額の40％が上限、税額控除：所得税額の25％が上限）、適用下限
額（現在、年間2,000円）撤廃、年末調整での適用、5年間の「繰り越し控除」を導入など個人寄付の寄付金控除制度を一層
拡充すること。
○「ふるさと納税（ふるさと寄附金）」で認められている一定程度の返礼品等について、寄付者への企業・商店等から提供さ
れた粗品・割引券配布等も認めるなど、官民格差を是正すること。

8
個人住民税の寄付金控除制度におけ
る個別指定の手続き簡素化

○地方での地域に密着した資金循環を進めるため、都道府県・市区町村における「個人住民税寄付金税額控除条例（通
称：３号・４号指定条例制度）」の制定を促進するとともに、所轄庁からの要望も多い「個別指定の手続き簡素化（条例での
個別指定ではなく公示等での認定に準じた仕組みへ）」を進めること。

9
認定NPO法人等に対する優遇税制に
おける「法人の寄附金特別損金算入」
の拡充

○「法人の寄附金特別損金算入」について、米国並みの所得金額の10％まで拡充し、フードバンクへの食品寄附など現物
寄附は全額損金算入を認め、「繰り越し控除」を導入するなど拡充すること。
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番号 重点要望項目 重点要望概要

10
法人税における「収益事業」の定義の
明確化等の改善

○ＮＰＯ法人の収益事業は曖昧で分かりづらい上にＮＰＯ法人側に対し厳しく規定されており、｢チャリティバザー｣や「チャリ
ティコンサート」、「ハガキの収集・換金」に課税されているのが現状であることから、税法上の収益事業の定義を厳密にした
上で、明確化する、寄付された不用品のチャリティバザーなど、実質的に寄付とみなせるものは、回数・日数に関わらず収
益事業に該当しないものとする、 小規模ＮＰＯ法人に対する法人税の免税点制度・簡易申告制度を創設するなど改善する
こと。

11
消費税制における特定収入と寄附金・
会費等の取り扱いの見直し、消費税
率引き上げ時のＮＰＯへの配慮

○認定NPO法人等の課税仕入れに係る消費税額の計算上、不課税仕入れ額（寄附物品を購入する場合などを含む）に相
当する特定収入については、調整計算の対象から除外すること。
○消費税制の特例において、特定収入に該当しない寄附金等には、使途に関連する適正と認められる管理費を除いた金
額分を対象とするように改めること。
○消費税率10％への税率引き上げ（軽減税率の導入等）にあたっては、「免税点（現在、課税売上1,000万以下）」を維持す
るとともに、フリースクール等の授業料も非課税取引に含めるなど、NPO法人にも十分に配慮すること。

12
大規模災害発生時における指定寄附
金の制度化

○大規模災害発生時に救援・支援・復旧復興支援活動を行う認定ＮＰＯ法人や公益法人等への指定寄附金制度について、
被災者支援活動に対する助成事業に必要となる費用に充てるための寄附金を含め、被災者支援活動の必要費用に充てる
もの全般を対象とするよう指定要件を改めるとともに、緊急時に速やかに発令できるよう予め制度化すること。

13 社会的投資減税の導入
○ソーシャルインパクトボンドへの出資に対する減税や、ソーシャルビジネスを行う企業への投資減税、経産省で検討中で
ある公益事業と収益事業を両立させる地域法人「ローカルマネージメント法人」への投資減税といった、社会的投資減税導
入を検討すること。

14
マイナンバー・法人番号制度における
ＮＰＯ法人への事務負担軽減策の導
入

○料金・報酬の支払調書の対象（年間5万円超/年）を、地代家賃等と同様の年間15万超に引き上げる等、事務負担軽減策
を検討すること。
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番号 重点要望項目 重点要望概要

15
保育園等に活用するための土地に対
する固定資産税と相続税の減免措置

○認可外保育園等新設のための土地確保が困難なため、地主等が売却に対してインセンティブを持てるよう税の減免措置
を行うこと。

16
保育園等に活用される土地等の課税
標準額の減額

○保育園等に活用される土地等の課税標準額の減額を含め、税負担を軽減する措置について検討すること。

17 固定資産税の安定的確保
○固定資産税は市町村財政を支える安定した基幹税であることから、引き続き、その安定的確保を図ること。また、平成28
年度税制改正で創設された償却資産に対する固定資産税の時限的特例措置は今回限りとし、期間延長や対象範囲拡大
は行わないこと。

18
県費負担教職員制度の権限移譲に伴
う税源移譲

○県費負担教職員の給与負担事務の移譲とあわせて、個人住民税所得割2％の税源移譲を行うこと。また、税源移譲が平
年度化するまでの間、移譲されるべき税源に不足が生じないよう、地方税制上の措置を講ずること。

19

関連銀行及び関連保険会社が日本郵
便（株）へ支払う窓口業務委託手数料
に係る消費税の仕入税額控除の特例
措置の創設

○ゆうちょ銀行・かんぽ生命の関連銀行等は、窓口業務と一体となっている一般銀行では発生しない委託手数料について
消費税分が負担増となっており、追加的負担の解消と金融ユニバーサルサービスの安定的確保を図る面から、消費税仕入
税額控除の特例措置を創設すること。特に、過疎地域局の負担軽減については、先行して早急に対策を講ずること。
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番号 重点要望項目 重点要望概要

20 研究開発促進税制の延長・拡充
○研究開発促進税制について、ＡＩやビッグデータ等を活用した高付加価値サービスを試験研究の定義に追加すること。本
体（恒久措置）のうち、「オープンイノベーション型」の運用改善を図ること。上乗せ措置のうち、「（試験研究費）高水準型」に
ついては延長すること。

21 NISAの拡充、恒久化 ○民主党政権下で創設を決めたNISAについて、制度の恒久化及び非課税期間の恒久化を行うこと。

22 特別法人税の撤廃 ○退職年金等積立金に対する特別法人税を撤廃すること。

23
個人向け金銭債権への貸倒基準の適
用

○貸金業者の貸し付けによる担保保全の無い個人向け金銭債権に対して、法人税法基本通達９－６－３「一定期間取引停
止後弁済がない場合等の貸倒」と同等の期間基準を設けること。

24 生命保険料控除制度の拡充 ○国民の自助努力を税制面から支援する生命保険料控除制度を拡充すること。
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番号 重点要望項目 重点要望概要

25
死亡保険金・共済金の非課税限度額
の拡充等

○遺族の生活資金確保のため、死亡保険金・共済金の相続税非課税措置について、現行限度額の拡充を図ること。

26
国際課税ルール見直しに際しての留
意

○実体のあるビジネスを行う外国子会社が現地で稼得する所得が「一定の金融所得」として合算課税されることがないよう
留意すること。

27
たばこ税引き上げについての慎重な
検討

○たばこ税については、非喫煙者の受動喫煙の問題等からも、禁煙、節煙を促進することは時代の要請であり、欧米の価
格も参考にしつつ、中長期的には引き上げの姿を示す必要がある。ただし、平成２２年に前例のない引き上げを行った経緯
をふまえ、性急なさらなる引き上げについては、葉たばこ農家や小売、雇用への影響等も考慮し、慎重に検討を行うこと。ま
た、消費税の軽減税率導入に伴う税収減の穴埋め財源としての増税は問題である。

28
学校法人に対する寄附促進のための
措置の拡充【所得税等】

○所得税の税額控除対象事業の拡大、寄付金税額控除の対象法人となるための認定要件の撤廃、寄付金所得控除限度
額の拡大、若手・女性研究者奨励のための寄附税制の創設を行うこと。
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番号 重点要望項目 重点要望概要

29

・試験研究を行った場合の法人税額
等の特別控除の拡充
・私立大学が行う受託研究の受託研
究収入の非課税措置の拡充【法人税
等】

○企業が国立大学等の共同研究・委託研究を実施した費用に応じ、企業の法人税から税額控除を受けられる特別試験研
究税額控除制度（オープンイノベーション型）を拡充すること。
○私立大学の受託研究に対する法人税について、国立大学と同等に非課税にすること。

30

公益社団・財団法人が所有・取得する
重要無形文化財の公演のための施設
に係る固定資産税等の特例措置の拡
充【固定資産税等】

○公益社団・財団法人が所有・取得する能楽堂等重要文化財である伝統芸能の公演のための施設に係る固定資産税、不
動産取得税、都市計画税の軽減措置について現在、２年ごとの時限措置を恒久措置とすること。

31 医療・介護に係る消費税への対応 ○医療機関・介護施設等のいわゆる損税問題（控除対象外消費税問題）について、制度設計を行うこと。

32
社会保険診療報酬の所得計算の特例
（四段階税制）の存続

○医業又は歯科医業を営む個人及び医療法人が、年間の社会保険診療報酬が5,000万円以下であるときは、その実際経
費にかかわらず、所定の計算に従い算出した額を社会保険診療に係る経費とすることができる特例措置を存続すること。た
だし、会計検査院の指摘を踏まえて、特例措置の在り方を見直すこと。
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番号 重点要望項目 重点要望概要

33
社会保険診療に係る事業税の非課税
措置の存続

○社会保険診療報酬に係る事業税非課税措置を存続する。

34 社会福祉法人への非課税措置の維持 ○社会福祉法人への非課税措置を維持すること。

35 医療法人の事業税の軽減税率の存続 ○医療法人の社会保険診療以外の部分に係る事業税の軽減措置を存続すること。

36 年金課税等の見直し
○年金生活者の生活保障を大前提に、社会化された扶養であるという年金所得の社会的性格、及び応能負担を踏まえた
一貫性ある税制とすること。

37 特定支出控除の適用範囲の拡大
○少子化対策としてベビーシッター経費を特定支出に含めるなど特定支出控除の適用範囲を拡大するとともに、勤務必要
経費の上限額を引き上げること。
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番号 重点要望項目 重点要望概要

38
保育所増の推進のための保育所用地
の相続税及び固定資産税の免除もし
くは軽減措置

○保育所用地を相続する場合の相続税の免除もしくは軽減措置をすること。
○保育所のための有料借地の固定資産税の免除もしくは軽減措置をすること。

39
農業経営基盤強化準備金制度の拡充
および適用期限延長

○農業経営基盤強化準備金制度について、現場の実情を踏まえ、適用対象に大型農機等の運搬車両や中古農機などを
加える等の制度拡充の上、適用期限を２年延長すること。

40
農林漁業用A重油及び軽油に対する
石油石炭税の免税・還付措置の延長

○農林漁業用A重油に対する石油石炭税（地球温暖化対策対策のための課税の特例による上乗せ分を含む）の免税・還
付措置、ならびに農林漁業用軽油に対する石油石炭税（地球温暖化対策対策のための課税の特例による上乗せ分）の還
付措置について、３年延長すること。

41
肉用牛の売却による農業所得の税の
特例措置の延長

○肉用牛の売却による農業所得の税の特例措置を３年延長すること。

42
受取配当等の益金不算入制度の見直
し等

○平成２７年度税制改正において一律に持ち株比率によって判定する形で益金不算入割合の見直しが行われたが、協同
組合における上部団体への出資は、資産運用を目的とするものでないことに配慮し、益金不算割合を引き上げる等の必要
な措置を講じること。
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番号 重点要望項目 重点要望概要

43
新たな都市農業振興制度の構築に伴
う税制上の所要の措置

○都市農業の安定継続と都市農地の保全・有効活用のため、固定資産税等の減免につながる制度の創設、現行の20年の
相続税納税猶予制度を前提とした貸借の容認や営農困難時貸付制度の実態に応じた改善、生産緑地制度の指定要件の
緩和等、必要な措置を講じること。

44
森林吸収源対策の財源確保に係る森
林環境税（仮称）の創設

○森林整備等の森林吸収源対策の推進のため、「森林環境税（仮称）」を創設することにより、安定的な財源を確保するこ
と。

45 中小企業支援税制の拡充

○（事業承継税制） 事業承継の円滑化に向け、①納税猶予の対象となる発行済議決権株式の総数等の「２／３要件」を撤
廃、②相続税の納税猶予割合の１００％への引き上げ、③兄弟等複数人での承継を納税猶予の対象に加えることを可能に
する。また、取引相場のない株式の評価方法の見直し、分散した株式の集中化を阻害する税制措置の見直し、④雇用維持
要件の緩和を行うこと。
○（中小企業投資促進税制）サービス産業の生産性向上に資する、器具備品、建物、建物附属設備などの対象設備の拡
充を行うこと。また、中小企業の工場や仕事の現場において安全対策の充実を促進するため、働く者の安全に資するため
の設備投資に対して、特別償却または税額控除による減税措置を行うこと。
○（固定資産税の減免）中小企業等経営強化法に基づき、固定資産税の減免措置の対象設備の拡充を行うこと。

46 欠損金繰越期間の延長・充実
○新規事業や革新的なプロジェクトは黒字化までに年月を要することがあり、欠損金の繰越期間を十分に認める必要があ
る。成長及び革新的分野への長期投資を促進し、投資能力を高めるため、欠損金繰越期間を諸外国並み（アメリカ・カナダ
は20年、イギリス・ドイツ・シンガポールなどは無期限）に延長するとともに、利用制限は極力避けること。
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番号 重点要望項目 重点要望概要

47 資源開発促進税制の充実
○我が国へのエネルギー・鉱物資源の安定供給を確保するため、資源の探鉱、開発に対する税制（減耗控除制度、海外投
資等損失準備金制度）の充実・恒久化を含めた検討を行うこと。

48 地球温暖化対策税等の使途拡大反対
○地球温暖化対策として、我が国の温室ガスの約9割を占めるエネルギー起源ＣＯ２の排出抑制対策の抜本的強化が重要
である。地球温暖化対策税については、その税収を省エネルギー、再生エネルギーの普及などに確実に充てていくことが
必要であり、地球温暖化対策税をはじめとする石油諸税の使途を拡大しないこと。

49 印紙税の廃止
○カード決済や電子マネー等による商取引が急速に拡大し、決済手段も多様化する中、文書による取引については依然と
して印紙税が課せられている。領収書等への課税については、同一商品であっても支払方法によって課税の有無が異な
り、不公正が生じているため、印紙税の在り方については廃止を含め見直すこと。

50 その他　要望・検討事項
○石油関連諸税の見直し、タックス・オン・タックスの解消に向けた検討を行うこと。
○電気・ガス事業の法人事業税について、「その他の事業」と同一の取り扱いにすることの検討を行うこと。
○償却資産課税のあり方（とくに固定資産税について）の見直しを行うこと。
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51 船舶・港湾・倉庫の充実・強化等

○船舶特別償却制度を延長すること。
○圧縮記帳（特定事業用資産の買換特例）を延長すること。
○トン数標準税制を拡充すること。
○地球温暖化対策税の還付制度を延長すること。
○中小企業投資促進税制を延長すること。
○国際戦略港湾及び国際拠点港湾の荷さばき施設等に係る課税標準の特例措置を延長すること。
○海上輸送ネットワークの拠点となる埠頭の荷さばき施設等に係る課税標準の特例措置を延長すること。

52 観光振興

○消費税の外税表示を恒久化すること。
○訪日外国人旅行者に酒類製造場で販売した酒類に係る酒税の免税制度を創設すること。
○日本到着時に免税品購入を可能とする免税措置を創設すること。
○法人事業税の外形標準課税の負担軽減を行うこと。
○事業所税を廃止すること。
○交際費について非課税措置とすること。
○固定資産税の減額措置を延長すること。

53
住宅関係諸税の創設・延長・見直し、
住宅ストックの充実等

○事業用資産の買換特例を延長すること。
○都市再生促進税制を延長すること。
○土地の売買等の登録免許税の特例を延長すること。
○優良宅地等のために土地を譲渡した場合の譲渡所得の軽減措置を延長すること。
○住宅ローン控除等の要件緩和を行うこと。
○優良住宅地造成のために土地等を讓渡した場合の長期讓渡所得の軽減税率を延長すること。
○サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制を延長すること。
○リフォーム係る税制特例措置を拡充すること。
○住宅用家屋に係る登録免許税の軽減措置を延長すること。
○投資法人､特定目的会社及び特例事業者等が不動産を取得等する場合の登録免許税･不動産取得税の軽減措置を延
長すること。
○中古住宅の買取再販に係る不動産取得税の特例措置を延長すること。
○既存建築物の耐震改修投資促進を目的とする固定資産税の特例措置を延長すること。
○浸水防止用設備に係る固定資産税の特例措置を延長すること。
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54 公共交通の充実・強化等

【航空関係】
○航空機燃料税の軽滅措置を延長（沖縄路線､特定離島路線を含む）すること。
○地球温暖化対策税の免税･還付措置を恒久化すること。
○航空機の部分品等に関する関税免税措置を延長すること。
【鉄道関係】
○北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社が所有又は借り受けている固定資産に係る固定資産税等の特例
措置を延長すること。
○北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社が所有する日本国有鉄道から承継した
固定資産に係る固定資産税等の特例措置を延長すること。
○新規製造車両に係る固定資産税の特例措置を延長すること。
○首都直下地震・南海トラフ地震に備えた耐震補強工事により取得した鉄道施設に係る特例措置の期限を延長すること。
○鉄道事業に利用される軽油に係る重課分についての免税・還付措置の期限を延長すること。
【バス・タクシー関係】
○軽油引取税の旧暫定税率を廃止すること。
○エコカー減税・グリーン化特例の適用期限の延長及び特例措置を拡充すること。
○都道府県の条例に定める路線を運行する乗合バス車両の取得に係る非課税措置を延長すること。
○軽井沢スキーバス事故対策として安全性の高い車両への代替促進税制を創設すること。

55 沖縄振興

○観光地形成促進地域制度の延長及び拡充を行うこと。
○情報通信産業振興地域及び特別地区制度を延長すること。
○産業高度化・事業革新促進地域制度の延長及び拡充を行うこと。
○国際物流拠点産業集積地域制度を延長すること。
○経済金融活性化特別地区制度を延長すること。
○沖縄型特定免税店制度を延長すること。
○空機燃料税の軽減措置を延長すること。
○離島の旅館業に係る特例措置を延長すること。
○沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置を延長すること。

56
ナショナルトラストに関する税制措置
の創設

○ナショナルトラスト活動を目的として土地を譲渡する際の譲渡所得税の非課税措置の創設、取得の際の不動産取得税・
固定資産税の非課税措置の創設、企業がナショナルトラスト活動に対して行う寄附に対して「指定寄附」として全額損金算
入できる制度の創設。
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